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f○労働基準法等の主な内容 ！
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労働者は､労働基準関係法令違反がある場合には、

労働基準監督官に権利救済を求めること（申告）が

できます(労蟇法第104条等)｡これを契機として、

労働基準監督官が事業場へ赴くほか、事業主など責

任者の来署を求め、直接事情聴取するなどにより事

実関係の確認を行い、その結実、法令違反が認めら

れた場合には､是正を図るよう行政指導を行います。

申告受理件数は1年間で約4万2千件（平成21

年）にのぼり、その内訳は、賃金不払に閨するもの

が約3万5千件（82％）と最も多く、次に解雇に

閨するものが約9千件（21％）となっています。

▼労鐵礒間｡休日▽馬.~:蕊江篝寧灘i"Ⅲ
法定労働時間は1週40時間、1日8時間です。

また、法定休日は、1週に1日又は4週につき4

日となっています。
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時間外労働又は休日労働を行わせる場合は、あら

かじめ労使間で協定を締結し、労働基準監督署長へ

届け出る必要があります。

また､時間外労働又は休日労働を行わせた場合は、

法定の割増率以上で計算した割増鬘金を支払う必

要があります。

労働墓準法や労働安全衛生法をはじめ

とする労働基準関係法令の遵守と労働条

件や安全衛生水準の向上を図るため、労

働基準監督官がみなさんの職場を訪問し■申告受理件数：<申告事項＞ 鳳賃金不払羅解雇

万件 ：※申告事項は一部重複
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’ 常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業

規則を作成し、労働者代表などの意見害を添えて労

働基準監督署長へ届け出る必要があります。
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労働者を解雇する場合は、30日以上前に予告を

行うか、30日分以上の平均鬘金を支払う必要があ

ります。
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’ 最低舅金の適用を受ける労働者に対しては、最低

員金額以上の實金を支払う必要があります。

なお、最低鬘金額は地域ごとに定められています。1 I
瞬零吟斡繋祷轌一＃撫熱壺蛙弄扉一睡》巽串》一躍》垂一一一一一一一

'5司法処分
藩 , ‘

’監督指導の結果、勧告・指導を受けた法違反を是

正しないなど重大又は悪質な事案については、強制

捜査を含む司法譽察権限を行使し、送検します（労

基法第102条等)。

1年間に約1,100件（平成21年）送検しており、

その内訳は、賃金不払（割増賃金不払を含む）や労

働時間違反など労基法等違反被疑事件が約48％、労

災かくしや法違反により労働災害を発生させた事案

など安衛法違反被疑事件が約52％となっています。

また、最近は告訴・告発事案も増えてきています。

★そのほか労働基準法などについて詳しく知りた

い場合は、"

都道府県労働局

労働基準監督署’

’
までお問い合わせ下さい 【
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